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研究成果の概要（和文）：株式会社監査の公監査的再構成と題して、株式会社の監査制度に関する新たな視点を
公監査、とりわけ地方公共団体の外部監査（包括外部監査）に求め、そこでの法的議論、立法の変遷から株式会
社の監査制度に関する解釈論・立法論的手掛かりを得ることができた。公監査についても株式会社の監査制度に
ついても議論の変化が激しく、それを踏まえた研究を行うことが必要でさらに発展される研究を行った。会社法
改正において監査役制度を強化する改正や、監査等委員会設置会社制度の新設等について検討を行った。行政法
の観点から会社法における内部統制をどう自治体監査とリンクするかを検討した。

研究成果の概要（英文）：While a new perspective of the stock corporation audit system was sought in 
the public audit system, especially the external audit system of the local public bodies, and a key 
element for the construction or the legislation of the stock corporation audit system was obtained 
from the legal arguments on and the legislative changes of such public audit system, a need to 
conduct a further research to develop this study arose due to the drastic changes in the arguments 
on the public audit system and the stock corporation audit system, so that such research was 
conducted, taking into account such changes. Regarding the amendments of the Corporate Act, an 
assessment was made on an amendment to strengthen the auditor system, the new establishment of the 
system of the company with audit and supervisory committee and so on. By analyzing how the internal 
control under the corporate law may be linked to the local government audit system from the 
viewpoints of the administrative law.
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様 式 Ｃ－１９、Ｆ－１９－１、Ｚ－１９、ＣＫ－１９（共通） 

１．研究開始当初の背景 
株式会社の監査制度は、会社法改正の度に

主要テーマを形成し、その際の改正趣旨とし
ては、決まって「監査制度の実効性の確保」
が掲げられてきた。これは、我が国の監査制
度がいかに不幸な存在であったかの何より
の証左である。これまでの会社法学は、①監
査役を実効あらしむべく、主にドイツの法制
を参考に、その権限とりわけ業務監査権限を
拡充すること、及び、②監査役に代替する制
度として、主にアメリカの法制を参考に、社
外取締役が過半数を占める監査委員会を設
置することで、問題に対処しようとしてきた。
しかし、②は実務上期待されたほど定着せず、
①は相変わらずに「実効性の確保」が叫ばれ
る状態である。そして、来る会社法改正にお
いては、②の要素を①にブレンドした「監
査・監督委員会」制度が新たに導入される見
込みとなっているが（会社法改正要綱第一部、
第一参照）、これは②をベースにしつつ、そ
こから「実査」を除く限度で①の「趣旨」を
取り入れた、理念のない折衷案に他ならない。  
 この点、株式会社の基本的設計思想として、
旧有限会社型を念頭に置いた think small 
first （小さい会社を第一に考える）方式を採
用した会社法は、監査役を必須の機関として
位置付けておらず（会社法 326 条 2 項）、
このことと監査制度の現状を重ね合わせて
考えるとき、更には、我が国の監査役制度が
ガラパゴス状態にあるとの批判を受け、グロ
ーバル・スタンダードに近い委員会設置会社
制度を導入した経緯にもかかわらず、今回更
に独自の機関構成を選択肢化することを思
い起こすとき、株式会社における監査制度の
将来に一層の憂慮を覚えざるを得ない。  
 そのような折、時を同じくして、地方公共
団体の外部監査について、総務省自治行政局
行政課において「地方公共団体の監査制度に
関する研究会」が設けられ、特に包括外部監
査制度の見直しが大きな争点となった。その
成果は、「地方公共団体の監査制度に関する
研究会報告書」に取り纏められているところ
であるが（http://www.soumu.go.jp/main_ 
content/000219869.pdf）、同研究会のメンバ
ーとして会社法学的視点から発言を行った
研究分担者・松嶋（会社法専攻）と、研究代
表者・池村（行政法専攻）とが意見交換を重
ねるなかで、前記報告書とは視点を逆にして、
地方公共団体の監査制度に関する議論から、
会社法学、特に株式会社の監査制度について
示唆を得るという着想に至ったものである。 
 
２．研究の目的 
(1) 本研究は、「株式会社監査の公監査的再
構成」と題して、株式会社の監査制度に関す
る新たな視点を公監査、わけても地方公共団
体の外部監査（包括外部監査）に求め、そこ
での法的議論、立法の変遷から株式会社の監
査制度に関する解釈論・立法論的手がかりを
得ることを目的とするものである。包括外部

監査における「監査」と「コンサルティング」
の融合を他山の石として、法務省「会社法制
の見直しに関する要綱」(http://www.moj.go 
.jp/shingi1/shingi03500016.html)（以下「会
社法改正要綱」という）によるところの監査
役から「実査」の要素を省く「監査・監督委
員会」制度の批判的検証を行うほか、最終的
に、会社法学と行政法学（特に地方自治法学）
との理論的接合を目指す学際的研究である。 
 
(2) 本研究は、監査という共通項から入っ
て、最終的に行政法（地方自治法）と会社法
との接合を目指すが、このような視点は、我
が国においては、田中英夫＝竹内昭夫『法の
実現における私人の役割』（1987 年、東京大
学出版会）が住民訴訟と代表訴訟を対比検討
している例を除き、ほとんど皆無である。し
かも、自治体監査の観点から株式会社の監査
制度を見直すという視角も、これまでとは逆
のものであり、独自の意義を持つと思料する。  
 一方、比較法的にみても、これまで公企業
体（public authority）における効率性改善を
目的として、株式会社監査的手法を取り入れ
る提案がなされてきたが（例えば、Jonathan 
Rosenbloom, Can a Private Corporate 
Analysis of Public Authority Administration  
Lead to Democracy? 50 N.Y.L. Sch. L. Rev. 
851 (2005/2006).）、地方公共団体の包括外部
監査における法的議論、立法の変遷を参照し
つつ、株式会社の監査制度の解釈論、立法論
を構築するような研究成果には接すること
ができない。このような研究状況は、本研究
の独自性を裏付けるものである。  
 続いて、本課題を考究するための研究組織
であるが、研究代表者・池村は、行政計画に
おける広範な裁量に対する統制手段の計
画・策定・手続を、都市計画の問題を中心に
研究してきた者である（内山忠明＝池村正道
編『自治行政と争訟』（2003 年、ぎょうせい）
参照）。また、社会貢献の一環として日本法
政学会理事を務める中で、隣接法領域にも視
野を広げている。研究分担者・松嶋は、司法
修習を経た法曹として実務に従事しつつ、会
社法学を専攻する研究者である。研究代表者
の影響で、近時行政法学との連携の必要性を
痛感し、関連研究を行っている（松嶋隆弘「原
発事故の被害者救済システムについての一
考察～企業法の観点から～」法政論叢 49 巻 
1 号(2012 年)59～69 頁等）。同・大久保は、
イギリス法を比較法のフィールドとして、監
査制度研究から出発した会社法研究者であ
り、同・工藤は、アメリカ法を比較法のフィ
ールドとし、信託法的知見から会社法上の諸
問題を研究する会社法研究者である。同・鬼
頭は、ストラクチャード・ファイナンスに代
表される「仕組み」に強い関心を持つ会社法
研究者、同・金澤及び平は、ともに法曹資格
を持つ研究者である（金澤は会社法、平は行
政法をそれぞれ専攻）。上記研究分担者間で
は、十指に余る共同研究業績が既に公刊され



ている。このように本研究は、同一大学に所
属する行政法研究者と会社法研究者とが密
な連携の下に、直接の研究対象を監査制度に
据えつつ、究極的には「会社法と行政法の接
合」に至るべく、学際研究に取り組もうとす
るものである。 
 
(3) ①行政法上、会社法上の監査制度に関
する予備研究、②公監査における包括外部監
査の株式会社監査への応用に関する本研究、
③会社法学と行政法学との理論的接合に関
する応用研究の階梯を研究期間の３年間を
通じて行うことにする。  
①予備研究としては、行政法サイドからは、
前記「地方公共団体の監査制度に関する研究
会報告書」を手がかりに、自治体監査の全体
構造とその歴史的変遷を把握することにす
る。会社法サイドからは、株式会社の監査制
度の変遷とその評価、そして今次の「監査・
監督委員会」に関する立法過程の検証が主た
る内容となる。異分野の研究者が相手方の法
領域につき必ずしも十分な理解を有してい
るわけではない以上、こうして「同じ土俵」
に乗ることは必要不可欠な作業であるし、地
方自治法が独立法領域としての色彩を増す
現在、行政法研究者間にあっても有益と考え
られる。加えて、いずれの分野の制度も歴史
の産物であり、かつ外国法を母法とするため
に、比較法的研究も要することとなる。②本
研究としては、自治体監査の中でもっともコ
ントロバーシ ャルな包括外部監査を題材に、
その法的構造と問題点を確認した上、株式会
社の監査制度がそこから何を学ぶことがで
きるか（またはできないか）について、行政
法サイドからの知見の提供を受けた上、会社
法学的観点から検討を深めていくこととな
る。最終的に、以上の検討を踏まえ株式会社
の監査制度に関する提言を行うことにする。
なお、③応用研究として、ガバナンスという
共通項を有しつつ、具体的な理論的連携が試
みられることの少なかった、両法分野の理論
的接合に踏み入ることにする。最終的には、
コーポレート・ガバナンスに関する会社法の
議論を自治体のガバナンスに活かすかグラ
ンドデザインを提示したい。 
 
(4) 自治体監査の観点から株式会社の監査
制度を見直すという視角自体がオリジナル
といい得るが、その実際的意味としては、包
括外部監査を参考に会社法下の監査権限分
配秩序を再考察するなかで、多様な機関設計
を可能にしつつ指針を示さない会社法に新
たな立法論的視座を提供することにある。包
括外部監査は意図的に監査人と権限を「重
複」させた制度であり、かつその実体は監査
でなく「コンサルティング」であると思われ
る。このような権限の重複の当否、監査とコ
ンサルティングの違いの明確化が、主要な争
点となると予想される。なお、研究分担者・
松嶋及び工藤は、事業体法制を研究テーマと

してきており（松嶋隆弘「EU 会社法と日本
の事業体法制～欧州私会社(SPE: Societas 
Privata Europaea)を中心として～」法学紀
要 53 巻（2012 年）245～273 頁、工藤聡一
『ビジネス・トラスト法の研究』（2007 年、
信山社））、本研究は、事業体法制と公的組織
体とに関する理論の架橋という意味をも持
つことになる。 
 
３．研究の方法 
(1) 本研究においては、①法律学の一般的
研究手法である文献研究、とくに母法たる外
国法制度との比較法研究を主たる研究手法
に据えつつ、②その蓄積に基づき、ワークシ
ョップを通じた異分野の研究者間の積極的
意見交換を行い、また③海外調整研究を加味
することで、株式会社監査のあり方に関して、
学際的研究価値を生み出すことを狙いとす
る。すなわち、領域単位でワーキンググルー
プを組織し、自治体監査の全体構造とその歴
史的変遷、理論的・実務問題を把握し、他方、
株式会社監査の歴史的変遷と母法の運用状
況の把握、現下の立法的対応の検証したうえ
で、その理論的統合を試みる。文献に表出し
にくい実務の「空気感」は、実際界からの意
見聴取、事例収集を積極的に行って補完する。
また、監査対象の模模その他の要因により運
用上相当の隔たりがあることを考慮し、海外
事例の援用をも行って母数を確保し、揺らぎ
の発生を食い止める。 
 
(2) 平成 26 年度は、本研究の出発点につ
いて認識の整理を試みるほか、比較法的調査
を開始する。研究組織には、行政法ワーキン
ググループ（池村、平）と会社法ワーキング
グル ープ（松嶋、大久保、工藤、鬼頭、金
澤）とを置き、グループ毎のミーティングは
もちろんのこと、定期的に合同研究会を開催
することで、進捗の確認と知見の共有を行う
ことにする。研究会は、所属機関のホームペ
ージを通じての開催告知が可能であり、実務
家や学内外の研究者の参加を募って、客観性
や多様性を担保する予定である。  
 具体的な内容としては、行政法サイドから
は、前記「地方公共団体の監査制度に関する
研究会報告書」を手がかりに、自治体監査の
全体構造とその歴史的変遷を把握する。会社
法サイドからは、株式会社監査の歴史的変遷
と母法の運用状況の把握、現下の立法的対応
の検証を行う。これらは、実定法的基盤研究
としての意味と、沿革や母法上の規制にまで
立ち入った法制史的・比較法的研究としての
意味とを併有する。  
 文献・資料の収集については、行政法ワー
キンググループは、公監査に関し、総務省の
データベースを活用する一方、個別事例につ
いて必要に応じ情報公開制度を利用する。会
社法ワーキンググループは、株式会社監査に
関し、実務に従事する研究組織のネットワー
クを最大限利用するほか、国内最大規模を誇



る大学同窓会組織の協力を仰いでアンケー
ト調査を実施することも視野に入れている。
また、比較法的研究に関しては、研究組織全
体のバランスを勘案しつつ、オンラインデー
タベース（LexisNexis,Westlaw 等）の利用
によって費用を抑制しつつ、他方で、直接的
な情報収集や意見交換によって本質的知見
を形成することの重要性に鑑み、必要な限り
で海外現地調査を組み合わせることにする。 
 実際界からの情報収集は、実務の運用実態
の正確な理解のために必要不可欠であるも
のと認識している。その際、自治体監査に関
しては、大規模な自治体と小規模な自治体と
で、あるいは首都圏の自治体と地方の自治体
とで相当大きな運用の隔たりがあることに
注意したい。これは自治体サイドだけでなく、
監査を実際に担う監査人（弁護士、公認会計
士、税理士等）の意識にも相当影響を与えて
いるものと推測される。場合によっては、監
査を担う専門家職業団体（弁護士会、税理士
会等）にも交渉を試みるつもりであるが、そ
こでは、業界の利益も複雑に絡む故の「ポジ
ショントーク」による偏差をできるだけ排除
するよう配慮する。  
 
４．研究成果 
(1) 地方自治体の監査制度に関する研究会
報告書に関与した者が、同報告書の概要とそ
こに含まれるであろう理論上の問題点につ
き、包括的に研究報告を行った。 
 
(2) 会社法改正（しかも同改正の中には監
査制度が含まれる）が行われた年度でもある
ところから、まずは会社法の相応する制度
（前述の監査等委員会設置会社に加え、監査
役制度）につき、会社法専攻の研究分担者を
中心に、研究を進めることとした。その概要
の一端は、会社法教科書や改正会社法解説書
として公刊されるに至った。 
 
(3) 平成 26年改正された会社法は、平成 27
年 5月 1日に施行され、同改正の中には監査
役制度を強化する改正や、監査等委員会設置
会社制度の新設等、監査制度に関する改正が
含まれている。本研究では、改正前後の実務
の状況を踏まえ、会社法専攻者が検討を行っ
た。 
 
(4) 行政法専攻者は、本来のフィールドで
ある行政法の分野においては、行政不服審査
法の改正が行われたこと等についてのフォ
ロー・アップの作業を行った。特に、行政法
専攻者は、行政不服審査の不当性概念等に関
して、学会報告し、翌年度には学術論文を公
刊している。また、同研究者は地方公務員に
対する分限免職処分の「不当」性審査基準に
関しても学術論文を公刊したことは、本研究
の大きな成果である。これらの学術論文は
「公監査」における「不当」性（違法性とは
異なる概念、行政不服審査法 1条 1項）の審

査の基準や考慮事項に関して考察するもの
であり、もって、株式会社監査につき公監査
的に（地方自治法 242 条 1項参照）再構成す
ることに寄与せんと試みたものである。 
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